
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 28 日、人事院は月例給に係る民間給与実態調査の結果を踏まえ、国家公務員が

民間をわずかに上回るとしながらも、較差が僅少（▲0.04％）で、俸給表及び諸手当の適

切な改定が困難として、月例給の改定を行わないとの報告を行った。月例給の人事院報

告を受け、県人事委員会では月例給等の報告・勧告の検討を加速させ、早ければ 11 月

中にも報告・勧告の可能性が。県地方公務員共闘会議（「地公共闘」）は、月例給の水準維

持、諸手当改善、休暇制度の拡充等に向け、県人勧交渉を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県人勧闘争と並行して、地公共闘・県職労は10月30

日に当局に確定闘争要求書を提出し、確定交渉をスタ

ートさせる（交渉日程の詳細は裏面のとおり）。 

交渉を進めるに当たり、組合員の切実な要求を突き

つけるべく、ヤマ場交渉に向けて知事あて「大型ハガ

キ署名」に取り組む。大型ハガキは、ヤマ場の人事課

総括課長交渉時に提出し、前進回答を求めていく。全

組合員の署名を要請する。併せて、職場の会計年度任

用職員を含め、多くの職員に協力を求め、最大限の集

約をしよう。 

（署名用紙は11月第１週までに各支部を通して分会に

配布されます） 

県職労ＨＰ ⇒ ht tp : / / iwatekensyoku .o r . j p   （ﾕｰｻﾞ ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをお忘れの方は最寄りの書記局へ） 
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県人勧闘争と並行

して確定闘争がス

タート！知事あて

大型ハガキ署名に

最大限結集し、改

善を訴えよう。 

【人事院報告】<月例給> 公務と民間の４月分の給与額を比較 

  ○民間給与との較差 ▲164円 ▲0.04％〔行政職(一)…現行給与 408,868円 平均年齢43.2歳〕 

「職場の一言要求」に要求事項や生活・

職場改善の切実な声を記載しよう！ 
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○ 最大の焦点は月例給の水準維持。人事委員会・当局に求める。一時金は県人事委

員会の報告を踏まえ、当局に報告通りの水準維持を求める。 

○ 通勤手当は、高速道路利用の手当改善とパーク＆ライド時の駐車場料金が課題。

住居手当も最高支給上限額が改善されないまま。諸手当の早期改善を求める。 

○ 来年度の定期人事異動を見据え、引っ越し費用の高騰等の実態を訴え、自己負担

解消に向けて、赴任旅費（移転料）の具体的な改善を求める。 
 

 

○ 不妊治療に係る特別休暇の創設や、子等の看護休暇の一層の拡充（中学校修了時→

高校生修了時に拡大、障がい児を養育している職員への休暇日数の拡大）を求める。 

○ インフルエンザ流行期も間近。会計年度任用職員の病気休暇の有給化を求める。 

○ コロナの影響で、結婚休暇やキャリアアップ休暇が取得できない組合員も少なく

ない。コロナ禍での取得期間の要件緩和を求める。 
 

 

○ 各職場で必要な人員増はもとより、コロナの教訓を踏まえ、緊急時を見据えた配

置体制の強化を求める。専門職種は、賃金面での処遇改善とセットで対策を求めて

いく。職場で必要となる会計年度任用職員の任用数の確保を求める。 

○ 恒常的な超過勤務が続いており、超勤予算が枯渇した実態も。超過勤務手当の全

額支給、各公所で必要な超勤予算の増額配分を求める。 

 

 

 

 今期は、県人勧闘争（月例給・諸手当等の課題）と確定闘争が並行するスケジュールとな

る。それぞれの交渉に全力を挙げながら、要求実現に向け闘争を強化していく。 

県人事委員会交渉（県人勧闘争）  人事課・総務部長交渉（確定闘争） 

区分 地公共闘  区分 地公共闘 県職労 

  要求書 

提 出 

10月30日（金） 

人事課総括課長 

10月30日（金） 

人事課総括課長 

ヤマ場 
11月４日（水） 

事務局長 

    

最 終 

局 面 

11月９日（月） 

人事委員長 

 
ヤマ場 

11月10日（火） 

人事課総括課長 

11月11日（水） 

人事課総括課長 

早期の県人勧を想定した設定 

（早ければ11月中にも） 

 最 終 

局 面 

11月18日（水） 

総務部長 

11月19日（木） 

総務部長 

 

連動した 

交渉設定 


